
長崎県精神医療センターにおける新型コロナウイルス 

感染症のクラスターについて（最終報） 

 

 当センターで発生した新型コロナウイルス感染症のクラスターに

関しまして、本日をもって今回発生したクラスターは収束したものと

判断したことをお知らせいたします。 

クラスター発生以降、保健所の指導を受けながら感染拡大防止対策

に取り組んでまいりましたところ、2 月 1 日の陽性者確認を最後に新

たな陽性者は発生しておりません。 

 

関係の皆様には、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたところであ

りますが、引き続き警戒を緩めることなく、感染防止対策に全力で取

り組んでまいりますので、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

なお、一部制限を行っておりました外来診療及び入院診療について

は、本日から診療制限を全面解除いたしましたので、併せてお知らせ

いたします。 

 

 

令和４年２月１１日 

長崎県精神医療センター院長  大塚  俊弘  


